
 
 

平成２９年１１月１７日 

 

 

史跡等の指定等について 

 
 

 

 

 

 

 

文化審議会（会長 馬渕
ま ぶ ち

 明子
あ き こ

）は，１１月１７日（金）に開催された同審議会文化

財分科会の審議・議決を経て，史跡名勝天然記念物の新指定１４件，追加指定等２５件，

登録記念物の新登録２件，重要文化的景観の新選定３件，追加選定１件について，文部

科学大臣に答申しました。今回答申された史跡等の指定等の詳細については，別紙のと

おりです。 

この結果，官報告示の後に，史跡名勝天然記念物は３，２４２件，登録記念物は 

１０６件，重要文化的景観は６１件となる予定です。 

＜担当＞ 文化庁文化財部記念物課   

  課         長          大  西 

   課 長 補 佐           饗  場 

   主任文化財調査官（史跡部門）      佐  藤（内線2880） 

   文 化 財 調 査 官（名勝部門）      平  澤（内線2881） 

   文 化 財 調 査 官（天然記念物部門）  江  戸（内線2883） 

  文 化 財 調 査 官（文化的景観部門） 市   原（内線3142） 

   主任文化財調査官（埋蔵文化財部門） 禰 冝 田（内線2875） 

   調 査 係            永  塚 (内線2878) 

    電話：03-5253-4111（代表） 

03-6734-2878（直通） 
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別 紙 

 

史跡名勝天然記念物                            （平成２９年１１月１７日現在） 

種   別 現在指定件数 

今回答申件数 
合計（現在指定件数と

答申件数との合計） 
新指定 解除 

統合に

よる減 

史  跡 

(うち特別史跡) 

１，７９５ 

（６２） 

１０ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

１，８０５ 

（６２） 

名  勝 

(うち特別名勝) 

４０８ 

（３６） 

２ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

４１０ 

（３６） 

天然記念物 

(うち特別天然記念物) 

１，０２５ 

（７５） 

２ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

１，０２７ 

（７５） 

合  計 
３，２２８ 

（１７３） 

１４ 

（０） 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

３，２４２ 

（１７３） 

（備考） 

  件数は，同一の物件につき，二つの種別に重複して指定が行われている場合（例えば，

名勝及び天然記念物など），それぞれの種別につき１件として数えたものです。 

  なお，重複指定物件を１件として数えた場合， 

   現在指定件数は，  ３，１１４件 

     答申後合計件数は， ３，１２８件 です。 
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登録記念物                     （平成２９年１１月１７日現在） 

種   別 現在登録件数 
今回答申件数 合計（現在登録件数と 

答申件数との合計） 
新登録 抹 消 

遺跡関係 ９ １ ０ １０ 

名勝地関係 ８９ １ ０ ９０ 

動物，植物及び 

地質鉱物関係 
６ ０ ０ ６ 

合  計 １０４ ２ ０ １０６ 

 （備考） 

  件数は，同一の物件につき，二つの種別に重複して登録が行われている場合（例えば，

遺跡関係及び名勝地関係など），それぞれの種別につき１件として数えたものです。 

  なお，重複登録物件を１件として数えた場合， 

    現在登録件数は，    １０２件 

    答申後合計件数は，   １０４件 です。 

 

   

 

重要文化的景観                   （平成２９年１１月１７日現在） 

種   別 現在選定件数 
今回答申件数 合計（現在選定件数と 

答申件数との合計） 
新選定 解  除 

重要文化的景観 ５８ ３ ０ ６１ 
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「新指定・新登録・新選定」答申物件 
 

《史跡名勝天然記念物の新指定》 

 
 

１ 様似
さ ま に

山道
さんどう

【北海道様似郡様似町】 

寛政１１年（１７９９），江戸幕府は北方警備を強化するため 東
ひがし

蝦
え

夷
ぞ

地
ち

を直轄にし，海

沿いの道に代わる山道
さんどう

を開削し，人馬
じ ん ば

継
つぎ

立
たて

の制度を整えた。伊能忠敬，松浦武四郎，榎本

武揚などが通行し，記録を残している。明治初期の旅籠屋
は た ご や

跡
あと

も存在する。延長４．５１  

ｋｍを指定する。 

（寛政１１年（１７９９），北方警備のためにつくられた蝦夷地初の幕府開削の道の一つ） 
 

２ 猿留
さ る る

山道
さんどう

【北海道幌泉郡えりも町】 

寛政１１年（１７９９），江戸幕府は北方警備を強化するため 東
ひがし

蝦
え

夷
ぞ

地
ち

を直轄にし，海

沿いの道に代わる山道
さんどう

を開削し，人馬
じ ん ば

継
つぎ

立
たて

の制度を整えた。沼
ぬま

見
み

峠
とうげ

には場所
ば し ょ

請負人
うけおいにん

が奉納

した石碑や 祠
ほこら

が現存する。江戸時代の絵図に描かれた豊
とよ

似
に

湖
こ

などを望むことができる。 

延長６．３２ｋｍを指定する。 

（寛政１１年（１７９９），北方警備のためにつくられた蝦夷地初の幕府開削の道の一つ） 
 

３ 幡
は

羅
ら

官
か ん

衙
が

遺
い

跡
せ き

群
ぐ ん

 

 幡
は

羅
ら

官衙
か ん が

遺
い

跡
せ き

 

   西別府
にしべっぷ

祭祀
さ い し

遺跡
い せ き

 

【埼玉県深谷市・熊谷市】 

古代幡
は

羅
ら

郡家
ぐ う け

及びその祭祀場
さ い し ば

などから成る官衙遺跡群。正倉をはじめとする多数の建物

群や区画施設，鍛冶工房，祭祀場などの郡家を構成する諸施設が検出され，郡家の全体像

が把握できるとともに，成立から廃絶までの過程が確認できる稀有な遺跡。地方官衙の構

造や立地を知る上で重要である。 

（古代幡羅郡家及びその祭祀場などから成る官衙遺跡群） 
 

４ 興
こ う

道
ど う

寺
じ

廃
は い

寺
じ

跡
あ と

【福井県三方郡美浜町】 

北陸において，創建から廃絶に至るまで伽藍
が ら ん

の変遷が明らかとなった数少ない古代寺院。 

調査によって，金堂，塔，講堂，中門などの主要伽藍が検出され，寺域や伽藍の変遷が明ら

かとなった。７世紀後半の寺院造営の在り方と，仏教信仰の展開を知る上で重要である。 

（北陸において，創建から廃絶に至るまで伽藍の変遷が明らかとなった数少ない古代寺院） 

【史跡】１０件 
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５ 二俣
ふたまた

城跡
じょうあと

及
およ

び鳥羽山
と ば や ま

城跡
じょうあと

【静岡県浜松市】 

今川・武田・徳川の攻防の舞台となった城跡。のち，堀尾氏によって織
しょく

豊
ほう

系
けい

城郭として，

二俣城は軍事的拠点，鳥羽山城は居館として機能を分化しつつ整備がなされた。戦国期か

ら近世にかけての城郭の変遷，政治・軍事のあり方を知る上で重要である。 

（今川・武田・徳川の攻防の舞台となり，のちに織豊系城郭として，機能を分化しつつ整

備された） 

 

６ 犬
い ぬ

山
や ま

城
じょう

跡
あ と

【愛知県犬山市】 

木曽川沿いの独立丘陵に築城された中近世の城跡。国宝天守を有する。江戸時代には尾

張藩付
つけ

家老
が ろ う

成瀬
な る せ

正成
まさなり

が城主となり，明治維新に至る。公益財団法人犬山城白帝文庫は多く

の史資料を収蔵している。戦国期から近世にかけての城郭の変遷，政治・軍事のあり方を

知る上で重要である。 

（戦国期に築城され，江戸時代には尾張藩付家老成瀬家を城主とした城跡で，国宝天守を

有する） 

 

７ 由
ゆ

義
げ

寺
で ら

跡
あ と

【大阪府八尾市】 

道鏡の出身氏族である弓削
ゆ げ

氏
し

の氏寺として成立した古代寺院跡。奈良時代後半の称徳天

皇の 西 京
にしのきょう

造営に伴い官寺として塔が造営された。当該期における政治・社会情勢を反映

しており，称徳天皇と道鏡による政策を知る上でも重要である。 

（称徳天皇の発願により道鏡の本拠に造られた古代寺院跡，大規模な塔が造営された） 

 

８ 津
つ

和
わ

野
の

藩
は ん

主
し ゅ

亀
か め

井
い

家
け

墓
ぼ

所
し ょ

附
つけたり

亀
か め

井
い

茲
こ れ

矩
の り

墓
のはか

【島根県鹿足郡津和野町，鳥取県鳥取市】 

江戸時代に津和野藩主亀井家の歴代墓所として営まれた大名家墓所。同藩初代（亀井家

二代）政矩
まさのり

以降の歴代藩主などが眠る墓域及び菩提寺であった永
よう

明寺
め い じ

境内（津和野町）が

良好に残る。また，鹿野
し か の

藩主として没した亀井家初代茲矩
これのり

墓
のはか

（鳥取市）を 附
つけたり

指定する。

近世大名の葬制や祖先祭祀のあり方，藩主を頂点とする身分序列を知る上で重要である。 

（江戸時代に津和野藩主亀井家歴代墓所として営まれた大名家墓所） 

 

９ 石
い わ

見
み

銀
ぎ ん

山
ざ ん

街
か い

道
ど う

【島根県邑智郡美郷町】 

江戸幕府が直轄支配を行っていた石見銀山で産出した銀を大坂まで運んだ，石見
い わ み

国
のくに

大森

から備後
び ん ご

国
のくに

尾道までの街道。やなしお道など約６ｋｍを指定する。江戸時代の銀の輸送や

経済活動を考える上で重要である。 

（江戸幕府が直轄支配を行っていた石見銀山で産出した銀を大坂へ運ぶための尾道までの

街道） 
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10 出雲
い ず も

国
のくに

山
さ ん

陰
い ん

道
ど う

跡
あ と

【島根県出雲市】 

 ７世紀後半から８世紀にかけて，都を起点に全国に張りめぐらせた七道駅
しちどうえき

路
ろ

の一つ。延

長１ｋｍにわたって古代官道跡の痕跡を良好に留めており，当時の多彩な土木技術を知る

ことができる。また，その路線の一部が確定したことにより，『出雲国風土記』にみえる当

時の道路網や沿線の官衙
か ん が

，寺院などの施設と照合することができる事例として重要である。 

（７世紀後半から８世紀にかけて，都を起点に全国に張りめぐらせた七道駅路の一つ） 

 

 

 

１ 煙
え ん

雲
う ん

館
か ん

庭
て い

園
え ん

【宮城県気仙沼市】 

仙台藩上級家臣鮎貝
あゆかい

氏の居館に江戸時代前期以降に築かれた庭園。気仙沼湾の景勝を南に

望む丘陵部に立地して，主屋の西向きに設けられた大きな中島を伴う園池と背景林から成

り，幽邃
ゆうすい

宏大
こうだい

な風致を備えた優れた事例である。 

（仙台藩上級家臣鮎貝氏の気仙沼湾を望む居館に江戸時代前期以降に築かれた庭園） 

 

２ 旧
きゅう

広
ひ ろ

瀬
せ

氏
し

庭
て い

園
え ん

【愛媛県新居浜市】 

住友家総理人を務めた広瀬宰平
さいへい

とその長男・満正
まんせい

によって明治時代半ばから大正時代に築

造を重ねられた庭園。本邸まわり，亀池，南庭
なんてい

から成り，迎賓・祝祭・顕彰の場を兼ね備え

た近代日本における地方の庭園文化発展を示す重要な事例である。 

（住友家総理人・広瀬宰平の邸宅に明治半ばから大正にかけて築造を重ねた近代庭園） 

 

 

 

 

１ 布
ふ

田
た

川
が わ

断
だ ん

層
そ う

帯
た い

【熊本県上益城郡益城町】 

平成２８年熊本地震で現れた地表地震断層。最大変位２．５ｍの右横ずれ断層，湧水が生

じる断層崖の地形など，益城町杉堂
すぎどう

，堂園
どうぞの

，谷川
たにごう

地区の３か所でみられる多様な断層運動の

痕跡は，学術上価値が高く，災害遺構としても貴重である。 

（平成２８年熊本地震で現れた地表地震断層） 

 

 

【名勝】 ２件 

 

【天然記念物】 ２件 
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２ 日向
ひゅうが

岬
みさき

の柱 状
ちゅうじょう

節理
せ つ り

【宮崎県日向市】 

約１，５００万年前の九州東部の大規模な火山活動による火砕流堆積物。高温の火砕流が

広がって堆積して溶結し，冷却する際に柱状節理が発達したもので，日向岬の東端から約 

４．５ｋｍの海岸は，高さ５０ｍの断崖を含む複雑なリアス海岸を形成している。日本列島

形成時の巨大火砕流の痕跡，海岸侵食の事例として重要である。 

（日向岬の海岸に分布するかつての火山活動の痕跡で大規模な柱状節理と海岸侵食が特徴） 

 

 

 

《登録記念物の新登録》 

 

 

１ 穂
ほ

積
づ み

橋
ば し

【愛媛県宇和島市】 

「民法の父」と言われた穂積
ほ づ み

陳
のぶ

重
しげ

は生前，「老生
ろうせい

は銅像にて同郷
どうきょう

萬人
ばんにん

に仰
あお

ぎ視
み

らるゝよ

りは 橋となって公衆に履
ふ

んで渡
わた

らるゝを以て無上の光栄とす」と語ったという。昭和５

年，その遺志に沿い，辰
たつ

野川
の が わ

の橋の改築に際し，橋の名を穂積橋と名付け，その人徳を偲

んだ。 

（「民法の父」穂積陳重の遺志に沿い，名付けられた辰野川に架かる橋） 

 

 

 

１ 平
ひ ら

田
た

氏
し

庭
て い

園
え ん

【福岡県小郡市】 

昭和初期に整備された豪商の住宅庭園。主庭は主屋，座敷，客殿などの建物に面し，分

割して運搬した巨岩を当地で接合した，高さ約４ｍの滝石組が特徴。建物の配置を含めた

空間構成がよく保存されており，九州の造園文化の発展に寄与した意義深い事例である。 

（昭和初期に整備された豪商の住宅庭園で，分割した複数の巨岩を接合した滝石組が特

徴） 

 

 

 

【遺跡関係】 １件 

【名勝地関係】 １件 
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《重要文化的景観の新選定》 

 

 

１ 最上
も が み

川上
がわじょう

流域
りゅういき

における長井
な が い

の町場
ま ち ば

景観
けいかん

【山形県長井市】 

最上川上流域にある長井市の宮・小出地区は，江戸時代に最上川舟運の船着場が設置さ

れた地区であり，米沢藩の青苧蔵
あおそぐら

，上米蔵
じょうまいぐら

などが置かれ，物資の集散地・商業地として栄

えた。往時を継承する商家群，蔵，地割，水路などは最上川舟運の流通・往来に由来する町

場景観として重要である。 

（江戸時代の最上川舟運の船着場に隣接して栄えた最上川上流域の町場景観） 

 

２ 葛飾
かつしか

柴
しば

又
また

の文化的
ぶんかてき

景観
けいかん

【東京都葛飾区】 

 古代から続く人々の生活や往来を全体の基底としながら，近世初期に開基された帝釈天

題経寺と近代になって発展した門前を中心に，それらの周囲に位置する旧家や寺社，江戸

川，古くからの道などから成る景観。地域の人々の生活，歴史などによって形成され，そ

れらを現在に伝える景観地として重要である。 

（帝釈天題経寺とその門前を中心に，それらの周囲の旧家や寺社，江戸川，道などから成

る景観） 

 

３ 智頭
ち づ

の林業
りんぎょう

景観
けいかん

【鳥取県八頭郡智頭町】 

智頭の林業は，樹齢約３５０年の慶長スギに象徴される江戸時代に始まる。林業の長い

歴史の中で形成された景観であり，集落と周辺の人工林，林業で栄えた宿場町と周辺の山

林，さらに天然スギと広葉樹林が広がる中山間地は，典型的な林業景観として重要である。 

（江戸時代から続く林業の歴史の中で形成された西日本を代表する林業景観地） 

 

 

  

【重要文化的景観】 ３件 
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史跡等の指定等 
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１ 様似
さ ま に

山道
さんどう

【北海道様似郡様似町】 

１８世紀後半，ロシアが南下政策をとるなか，江戸幕府は北方警備を強化するため，寛

政１１年（１７９９）に東
ひがし

蝦
え

夷
ぞ

地
ち

を直轄化し，幕府として初めて，悪天候時に通行が困難

となる海沿いの道に代わる，様似山道と猿留山道を開削した。このとき，場
ば

所
しょ

請
うけ

負
おい

人
にん

の交

易所である運
うん

上
じょう

屋
や

を会所
かいしょ

と改め，人
じん

馬
ば

継
つぎ

立
たて

の制度を整え，途中には小
しょう

休所
きゅうしょ

が設けられた。  

享和２年（１８０２）には南部藩が様似山道の改修を幕府に出願し，翌３年その改修を

行っている。様似山道は伊能忠敬や松浦武四郎，榎本武揚などが通行し，植物学者宮部金

吾は様似山道でサマニカラマツを発見し，学界に報告した。昭和２年に沿岸道路ができる

と利用者は激減する。昭和５４年以降，様似町郷土史研究会により路線の確認等が進めら

れ，平成２７年からの様似町教育委員会による調査で，全長７．１２ｋｍのうち，コトニ

林道から丘陵地に上った付近から幌満川に合流するピラオンナイの沢に至るまでの，  

４．５１ｋｍの区間（道有林内）が良好に遺存することが明らかとなった。道幅は０．９

ｍ程で，いくつもの沢を越える道である。途中には明治６年から同１８年まで営業してい

た原田
は ら だ

宿
じゅく

の跡があり，建物の礎石や炉跡が検出されている。 

幕府の東蝦夷地経営のあり方や北海道における交通制度のあり方を知る上で重要である。 

 

２ 猿留
さ る る

山道
さんどう

【北海道幌泉郡えりも町】 

１８世紀後半，ロシアが南下政策をとるなか，江戸幕府は北方警備を強化するため，寛

政１１年（１７９９）に東
ひがし

蝦
え

夷
ぞ

地
ち

を直轄化し，幕府として初めて，悪天候時に通行が困難

となる海沿いの道に代わる，様似山道と猿留山道を開削した。このとき，場
ば

所
しょ

請
うけ

負
おい

人
にん

の交

易所である運
うん

上
じょう

屋
や

を会所
かいしょ

と改め，人
じん

馬
ば

継
つぎ

立
たて

の制度を整え，途中には小
しょう

休所
きゅうしょ

が設けられた。 

猿留山道は伊能忠敬や松浦武四郎の記録のほか，蝦夷三官寺の一つである厚岸の国泰寺

の僧侶の日記などにも記述がみえる。箱館奉行村垣
むらがき

範
のり

正
まさ

の蝦夷地巡見の記録も絵図として

残され，ハート形の豊
とよ

似
に

湖
こ

が描かれている。また，沼
ぬま

見
み

峠
とうげ

には江戸時代に建立された石造

物が現存している。明治１８年（１８８５）に海岸寄りに新しい猿留山道がつくられ，江

戸時代の猿留山道の一部は使われなくなった。また，幌泉
ほろいずみ

（えりも町庶
しょ

野
や

）から広尾まで

の海岸道路が昭和９年に完成し，猿留山道の利用は減少していった。平成９年から所在調

査や史資料調査が行われ，平成１５年からはボランティアによる刈り払い作業などが実施

されてきた。平成２７年からのえりも町教育委員会による調査で，全長２９．５ｋｍのう

ち，６．３２ｋｍの区間（道有林内）が良好に遺存することが明らかとなった。道幅は   

０．９ｍ程で，豊似岳の山麓を通る道である。 

幕府の東蝦夷地経営のあり方や北海道における交通制度のあり方を知る上で重要である。 

《史跡の新指定》 １０件 
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３ 幡
は

羅
ら

官
か ん

衙
が

遺
い

跡
せ き

群
ぐ ん

 

 幡
は

羅
ら

官衙
か ん が

遺
い

跡
せ き

 

   西別府
にしべっぷ

祭祀
さ い し

遺跡
い せ き

 

【埼玉県深谷市・熊谷市】 

埼玉県北部の櫛挽
くしびき

台地北縁部に位置する。深谷市にある幡羅官衙遺跡と，熊谷市の西別

府祭祀遺跡から成る官衙遺跡群で，古代においてはいずれも武蔵
む さ し

国
のくに

幡
は

羅
ら

郡
ぐん

に属する。幡

羅官衙遺跡は，平成１３年度に郡家
ぐ う け

正倉とみられる遺構が発見されたことを契機に把握さ

れ，深谷市教育委員会による３５次におよぶ発掘調査により，正倉院をはじめとする多数

の建物群や区画施設，鍛冶工房，道路など郡家を構成するとみられる諸施設を検出した。

西別府祭祀遺跡は幡羅官衙遺跡に東接し，台地縁辺部とその崖下の湧水に広がる遺跡で，

熊谷市教育委員会による発掘調査により７世紀後半から１１世紀にかけて，湧水における

石製模造品を主とした祭祀が，土器を用いた祭祀へと変化していく過程が判明した。 

両遺跡は，位置関係や存続時期などからみて幡羅郡家とこれに付随する祭祀場
さ い し ば

であると

考えられる。郡家を構成する諸施設が良好な状態でまとまって検出され，郡家の全体像が

把握できるとともに，付随する祭祀場とともに，その成立から廃絶に至るまでの過程が確

認できる稀有な遺跡である。地方官衙の構造や立地を知る上でも重要である。 

 

４ 興
こ う

道
ど う

寺
じ

廃
は い

寺
じ

跡
あ と

【福井県三方郡美浜町】 

北陸において，創建から廃絶に至るまで伽藍
が ら ん

の変遷が明らかとなった数少ない古代寺院

であり，平成１４年度から実施された継続的な発掘調査で金堂，塔，講堂，中門などの主

要伽藍の状況と寺域などが明らかになった。伽藍配置は南面する法起寺
ほ っ き じ

式であり，金堂と

塔の北側には講堂，南側には中門と南門が検出された。また寺域を限る溝などの検出によ

り，その規模は西端付近で南北約１１８ｍ，東西約８０ｍと推定された。 

金堂，塔の造営は７世紀後半から８世紀前半であるが，講堂は８世紀中頃の建立であり，

その後，８世紀後半以前に塔の建て替えが行われ，８世紀後半～９世紀後半には金堂の建

て替えと中門・南門が建立されるという伽藍造営の過程と変遷が明らかになった。 

興道寺廃寺は７世紀後半に若狭
わ か さ

国
のくに

三方郡
みかたぐん

の有力氏族により建立されたと考えられる。こ

の時期は全国規模で郡司氏族による寺院造営が活発化したことが知られているが，興道寺

廃寺は当該期の北陸において実態が判明した数少ない寺院の事例である。また，創建から

廃絶に至るまでの伽藍の変遷が明らかになった希少な事例であり，古代寺院造営の在り方

と，郡司氏族による仏教信仰の展開を知る上で重要である。 
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５ 二俣
ふたまた

城跡
じょうあと

及
およ

び鳥羽山
と ば や ま

城跡
じょうあと

【静岡県浜松市】 

天竜川が山塊を抜けて平地に移行する転換点に位置する中近世の城跡である。浜松市教

育委員会は平成２１年度より総合調査を実施し，両城跡
しろあと

の文化財的価値の究明を進めてき

た。二俣城跡は南北３００ｍ，東西２５０ｍの規模で，堀切や竪堀がみられ，北の丸，本

丸，二の丸，南の丸，西の丸などの 郭
くるわ

から成る。築城時期は定かではないが，今川氏，徳

川氏，武田氏の攻防の舞台となった。徳川家康が武田氏より二俣城を奪い返すが，天正  

１８年（１５９０），家康が関東に移ると，遠江西部は豊臣秀吉配下の堀尾吉晴の領有とな

った。本丸や西の丸を中心とした石垣や天守台はいずれも堀尾氏によるものと考えられる。

鳥羽山城は，『三河物語』に家康が武田氏から二俣城を奪還するために本陣を置いた場所と

みえる。南北３５０ｍ，東西４００ｍに残る，本丸の石垣や大手門などの遺構は，堀尾氏

によって整備された最終段階の遺構と考えられる。本丸では発掘調査により枯山水の庭園

や礎石建物が検出され，大手の調査では最大幅９ｍに及ぶ大規模な道が造成されているこ

とが明らかとなった。二俣城跡及び鳥羽山城跡は，戦国期に造られ，堀尾氏によって，前

者は軍事的拠点として，後者は居館として，機能を分化しつつ整備された様子をよく示す

城跡である。戦国期から近世にかけての城郭の変遷，政治・軍事のあり方を知る上で重要

である。 

 

６ 犬
い ぬ

山
や ま

城
じょう

跡
あ と

【愛知県犬山市】 

 犬山城跡は木曽川沿いの標高約８５ｍの独立丘陵（通称「城山
しろやま

」）を中心に築かれた中近

世の城跡である。天文６年（１５３７）の築城と伝えられるものの，確実な史料は存在し

ていない。天正１８年（１５９０）以降，秀吉の甥である豊臣秀次の父三好吉房の支配下

に入った。その後，木曽代官の石川光吉などが支配するが，元和３年（１６１７），尾張藩

付
つけ

家老
が ろ う

として成瀬
な る せ

正成
まさなり

が，二代将軍秀忠より犬山城を拝領し，以後，成瀬家が江戸時代を

通じて犬山城主を務めた。明治になると愛知県が管理する稲置公園が設置され，城郭内の

建物の払い下げが行われる。明治２４年の濃尾地震を契機に，旧藩主である成瀬正肥
まさみつ

に払

い下げられ，昭和１０年には天守が国宝の指定（文化財保護法で国宝に再指定）を受けた。

平成１６年に，財団法人犬山城白帝文庫（現公益財団法人）が設立され，個人所有から財

団所有となって今日に至っている。犬山市教育委員会による総合調査により，切岸や箱堀，

大手門跡の堀や土塁の痕跡が明らかとなった。石垣は近代以降改変された箇所も少なくな

いが，本丸や樅
もみ

の丸
まる

などに良好に遺存している。石垣修復許可の老中
ろうじゅう

奉書
ほうしょ

や絵図資料も豊

富である。このように犬山城跡は，現存国宝天守の一つを有し，また，公益財団法人犬山

城白帝文庫が所蔵する史資料群とあいまって，戦国期から近世にかけての城郭の変遷，政

治・軍事のあり方を知る上で重要である。 
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７ 由
ゆ

義
げ

寺
で ら

跡
あ と

【大阪府八尾市】 

道鏡の出身氏族である弓削
ゆ げ

氏
し

の本拠地と考えられる八尾市東弓削で新たに見つかった寺

跡で，天平１４年（７４２）の「弓削寺僧行聖優
う

婆
ば

塞
そく

貢
こう

進
しん

解
げ

」にみえる弓削寺，『続日本紀』

にみえる「由義寺塔」と考えられる。発掘調査により一辺約２０ｍの大規模な塔の基壇が

検出され，その規模は諸国の国分寺の規模をしのぎ，大安寺の七重塔の規模に匹敵する。

基壇周囲から出土した大量の瓦は奈良時代後半のもので，東大寺式と興福寺式といった官

の造営による寺に葺かれた軒瓦が多数含まれている。このことは，『続日本紀』宝亀元年４

月５日条から分かる官造営機構の動員による塔の造営を裏付けるものと評価される。さら

に，塔の周辺では同時期の他の建物は検出されておらず，これは宝亀元年８月２１日に道

鏡が造下野国薬師寺別当として左遷され失脚することと関係する可能性がある。こうした

ことから，発掘された塔跡は，称徳天皇の発願による由義寺の塔であると考えられる。 

由義寺跡は，弓削氏の氏寺として成立するが道鏡の台頭によって，奈良時代後半には

西 京
にしのきょう

における官寺として塔の造営が行われたと考えられ，その動向は，奈良時代後半に

おける政治・社会情勢を反映しており，称徳天皇と道鏡による政策を知る上でも重要であ

る。 

 

８ 津
つ

和
わ

野
の

藩
は ん

主
し ゅ

亀
か め

井
い

家
け

墓
ぼ

所
し ょ

附
つけたり

亀
か め

井
い

茲
こ れ

矩
の り

墓
のはか

【島根県鹿足郡津和野町，鳥取県鳥取市】 

江戸時代，石見
い わ み

国
のくに

津和野藩初代藩主となった政矩
まさのり

以下，幕末に至る歴代藩主を葬った乙
おと

雄山
お や ま

墓所及び菩提寺であった永
よう

明寺
め い じ

（島根県津和野町）と，政矩の父で因幡
い な ば

国
のくに

鹿野
し か の

藩主で

あった亀井家初代茲矩
これのり

墓
のはか

（鳥取県鳥取市）から成る近世大名家墓所である。茲矩は，弘治

３年（１５５７）戦国大名尼子
あ ま ご

氏
し

の家臣の家に生まれ，主家再興のため毛利氏と戦い，後

に羽柴秀吉のもとで功績を挙げて鹿野城主となり，慶長１７年（１６１２）鹿野に没した。

跡を継いだ政矩は，元和３年（１６１７）津和野に転封となり，以後亀井家は津和野藩主

として明治維新に至った。津和野城下町の北西に位置する乙雄山中腹には，歴代藩主と一

族の墓が一体的に営まれ，尖
せん

頂方柱型
ちょうほうちゅうがた

，唐
から

破風
は ふ

屋根
や ね

付方柱型
つきほうちゅうがた

，そして他の大名家に見ら

れない独特な位牌型
いはいがた

の墓標が採用され注目される。乙雄山南西に位置する永明寺には江戸

期の本堂などが残り菩提寺としての雰囲気を良く残す。境内に残る藩主一族・家臣墓の墓

標形態は，藩主墓を最上位の規範とした序列に基づく。亀井茲矩墓は，鹿野城跡北西約  

３㎞の武蔵
む さ し

山
やま

頂部に造営され，亀井家の津和野移封後も維持された。その尖頂方柱型の墓

標は成立期の大名墓の形態をよく示す。近世大名の葬制や祖先祭祀の在り方，藩主を頂点

とする身分序列を示すものとして貴重である。 
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９ 石
い わ

見
み

銀
ぎ ん

山
ざ ん

街
か い

道
ど う

【島根県邑智郡美郷町】 

江戸時代初期より幕領であった石見銀山で産出した銀を運んだ，石見
い わ み

国
のくに

大森から備後
び ん ご

国
のくに

尾道までの道である。尾道からは船で大坂まで運んだ。関ケ原の戦いに勝利した徳川家

康は，石見に大久保長安
ながやす

を派遣し，銀山を毛利氏から接収した。石見銀山奉行となった長

安は，銀の輸送路に尾道までの陸路を選択し，慶長年間（１６１０年頃）から灰吹
はいふき

銀
ぎん

の輸

送が始まった。輸送は，宿駅伝馬制及び助郷制によって行われ，延宝年間（１６７３～   

１６８０）以降は年１回となった。最後の銀輸送である慶応元年（１８６５）は５００人

を超える隊列であった。 

今回の指定範囲は美郷町のやなしお道など約６ｋｍで，尾根付近を通り，切通，削平，

土橋構築などの工法を駆使した比較的平坦な道である。道幅は６尺から９尺で，途中には

茶屋跡，一里塚がある。これに対し，東端のやなしお坂は高低差約１９０ｍの急坂を１６

回屈曲しながら下る坂で，人足は増賃で，人数を増強して対応した。  

江戸幕府の銀の輸送や交通制度を考える上で欠くことができない街道である。 

 

10 出雲
い ず も

国
のくに

山
さ ん

陰
い ん

道
ど う

跡
あ と

【島根県出雲市】 

山陰道は，７世紀後半から８世紀にかけて古代国家が都を起点に全国に張りめぐらせた

七道駅
しちどうえき

路
ろ

の一つである。『出雲国風土記』では「正西道
まにしのみち

」と記されている。発掘調査などに

より，尾根上を東西に約１ｋｍにわたって延びる道路遺構を確認し，今回はこのうち西側  

６５０ｍを指定する。道路遺構は地形によって工法を変えており，尾根上を通過する部分

では両側に側溝をもち，その心々間距離は９ｍに及ぶ。丘陵斜面を通過する部分では，斜

面を切り崩し，その土を北側の谷部へ最大３ｍ以上の厚さで盛って路面を構築しており，

切り土部分との比高は８ｍに及び，５ｍ以上の幅をもった路面を造りだしている。 

路面等から７世紀後半以降の須恵器や７世紀末から８世紀前半の土師器が出土したこと

から，この道路遺構は遅くとも８世紀前半には機能していたことが判明した。検出地点が

山陰道の推定路線上にあたること，道路幅が古代官道の規模と同様であること，出土遺物

の時期などから，この道路遺構が山陰道跡であることが確実となった。 

古代に作道された道路跡が延長１ｋｍにわたって良好な状態で保存されており，地形に

応じて様々な工法がとられるなど当時の土木技術を知ることができるだけでなく，その路

線の一部が確定したことにより，『出雲国風土記』にみえる当時の道路網や沿線の官衙，寺

院などの施設と照合することができる事例として重要である。 
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《名勝の新指定》２件 

 

１ 煙
え ん

雲
う ん

館
か ん

庭
て い

園
え ん

【宮城県気仙沼市】 

宮城県北東沿岸部，北上山地南部の三陸リアス式海岸が続く気仙沼湾西岸の丘陵部に立

地し，東方には大島，南方には岩井崎の勝景を望む。この地は仙台藩上級家臣鮎貝
あゆかい

氏の旧

居館であり，近代の文学者・落合
おちあい

直
なお

文
ぶみ

の生家としても知られる。庭園は仙台藩茶道頭，

石 州 流
せきしゅうりゅう

清水派の二世動
どう

閑
かん

による寛文年間（１６６１－１６７３）の作庭に始まるものと

伝えられる。敷地は丘陵の南向き中腹部を２段に造成して平場を成し，上段に主屋を構え

て西向きに園池を地割の中心とした主庭を設け，西側丘陵地斜面から北側，東側にかけて

背景林が取り囲む。主庭は，東西約３０ｍ，南北約２０ｍの園池の西寄りに，北西－南東

の長軸で約１６ｍを測る円形の大きな中島を配して地割の要とする。現在の主屋は幕末期

に再建されたものであるが，西側に奥座敷と表座敷，南側に中座敷と表座敷を向け，表座

敷を観賞の首座として，地割と調和している。 

江戸時代前期に端緒を発して近代に至るまで鮎貝氏の館に維持され，主庭の大きな築山
つきやま

を成す中島を備えた園池と背景林が成す幽邃
ゆうすい

と気仙沼湾への眺望が成す宏大を兼ね備えた

庭園として優秀な事例である。 

 

２ 旧
きゅう

広
ひ ろ

瀬
せ

氏
し

庭
て い

園
え ん

【愛媛県新居浜市】 

愛媛県東部，大永山
だいえいやま

から燧灘
ひうちなだ

に流れ込む国領
こくりょう

川
がわ

とその支流によって形成された扇状地

上部の台地に位置し，上原
うわばら

に所在する。この地は明治時代半ばに，別子銅山支配人や住友

家総理人を務めた広瀬宰平
さいへい

の本邸が設けられたところで，庭園の地割は，本邸まわり，亀

池，南庭
なんてい

の３つに区分され，それぞれ主たる造営・整備の時期に照応する。本邸まわりの

庭園は，主屋と新座敷の東側に広がる内庭
うちにわ

，主屋・新座敷・新土蔵に囲まれた中庭，新座

敷の茶室前の露地
ろ じ

，その西側の西庭
にしにわ

から成り，明治２３年（１８９０）の別子開坑２００

年祭までに迎賓空間としてその全体が整えられた。主庭たる内庭は，新座敷の手前から，

芝生の緩斜面，中島を擁する園池，樹林に覆われた築山
つきやま

を配して奥行を演出し，園池に土

橋風の石橋を渡して築山に飛び石を打ち，散策するように設えられている。亀池は，嘉永

４年（１８５１）に泉屋住友家により築造されたもので，明治２４年（１８９１）から明

治２７年（１８９４）にかけて周遊路や千歳
ち と せ

島
じま

などが築造された。南庭は，宰平の長男・

満正
まんせい

により父祖
ふ そ

顕彰の場として大正時代に整備された。明治時代半ばから大正時代にかけ

て造営を重ね，迎賓・祝祭・顕彰の場を兼ね備えた近代日本における地方の庭園文化発展

を示す重要な事例である。 
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《天然記念物の新指定》 ２件 

 

１ 布
ふ

田
た

川
が わ

断
だ ん

層
そ う

帯
た い

【熊本県上益城郡益城町】 

「布田川断層帯」は，最大震度７，マグニチュード７．３を観測した平成２８年熊本地

震の震源断層である。断層の変位によって，熊本県内各所に亀裂や段差などの地表地震断

層が観察された。熊本県益城町は，地震直後から変位が顕著に観察可能な場所であること，

生活復旧への影響が最小限であることなどを条件として地表地震断層の保存の検討を開始

し，杉堂
すぎどう

地区，堂園
どうぞの

地区，谷川
たにごう

地区の３か所について文化財として保存する方針を示した。

その後，専門家の指導のもと町民と行政による保護活動が行われ，断層に沿って生じる湧

水地も含めて保存が進められた。 

布田川断層帯の地表地震断層は，熊本県嘉島町から益城町，西原村にかけてほぼ連続的

に長さ約３１ｋｍで露出した。益城町杉堂地区や堂園地区をはじめ多くの地点で，北東―

南西の方位に延びる右横ずれを示した。その最大変位約２．５ｍは堂園地区で記録されて

おり，田畑と畦道の屈曲から確認できる。一方で，益城町谷川地区などでは，卓越する右

横ずれ断層と斜交し北西―南東の方位に延びる左横ずれ断層が確認された。 

これらの断層は，平成２８年熊本地震で生じた多様な断層の運動と連続性を現わしてお

り，学術上価値が高く，地震の被害を将来に伝える災害遺構としても貴重である。 

 

２ 日向
ひゅうが

岬
みさき

の柱 状
ちゅうじょう

節理
せ つ り

【宮崎県日向市】 

日向岬は宮崎県日向市の細島
ほそしま

半島に位置する。高さ約５０ｍの断崖を含む複雑なリアス

海岸が約４．５ｋｍにわたって連続しており，太平洋からの波による侵食で入り組んだ海

岸が形成されている。岩石はかつて発生した大規模な火山活動の痕跡である。 

今から約１，５００万年前，現在の日向岬沖で火山が形成され，マグマの破片と高温の

気体が混合して山の斜面を下る現象である火砕流が発生した。この堆積物は，地表に堆積

すると自重と熱によって溶結し，冷却する際に断面が四角形や六角形の亀裂が発達して柱

状の形状となった。こうして形成されたのが柱状節理であり，亀裂に沿って岩石が侵食さ

れ崩落するため，断崖と入り組んだ海岸が形成された。さらに，日向岬の柱状節理は，尾
お

鈴山
すずやま

火山―深成複合岩体の主要な構成要素であり，現在よりも火山前線が海溝側に位置し

ていたことを示す貴重な標本である。 
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《特別史跡の追加指定》 ２件 

 

１ 大
だ

宰
ざ い

府
ふ

跡
あ と

【福岡県太宰府市】 

古代において西海道
さいかいどう

諸国（現在の九州）の統括と大陸外交の拠点として設置された役所

跡。天智天皇２年（６６３）の白村江の戦いの後，水
みず

城
き

や大野城
おおのじょう

などが築かれ防備が強化

された。今回，来
らい

木
き

地区で条件の整った部分を追加指定する。 

 

２ 水
みず

城
き

跡
あと

【福岡県太宰府市・大野城市・春日市】 

 天智天皇３年（６６４），唐・新羅の侵攻に備えて大宰府防衛のため築造された防御施設。

全長約１.２ｋｍに及ぶ土塁と濠
ほり

からなり，古代の軍事を知る上で貴重である。今回，条件

の整った部分を追加指定する。 

 

《史跡の追加指定及び名称変更》 ４件 

 

１ 乙訓
おとくに

古墳
こ ふ ん

群
ぐん

 

   天皇
てんのう

の杜
もり

古墳
こ ふ ん

 

   芝
しば

古墳
こ ふ ん

 

寺戸
て ら ど

大塚
おおつか

古墳
こ ふ ん

 

五
い

塚原
つかはら

古墳
こ ふ ん

 

元稲荷
もといなり

古墳
こ ふ ん

 

南条
なんじょう

古墳
こ ふ ん

 

物集女車塚
も ず め く る ま づ か

古墳
こ ふ ん

 

長法寺
ちょうほうじ

南原
みなみはら

古墳
こ ふ ん

 

恵解山
いげのやま

古墳
こ ふ ん

 

井ノ内車塚
いのうちくるまづか

古墳
こ ふ ん

 

井ノ内稲荷塚
い の う ち い な り づ か

古墳
こ ふ ん

 

今里
いまざと

大塚
おおつか

古墳
こ ふ ん

 

鳥居前
とりいまえ

古墳
こ ふ ん

 

【京都府京都市・長岡京市・向日市・乙訓郡大山崎町】 

    ↑ 
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   （旧名称） 

乙訓
おとくに

古墳群
こふんぐん

 

    天皇
てんのう

の杜
もり

古墳
こ ふ ん

 

寺戸
て ら ど

大塚
おおつか

古墳
こ ふ ん

 

五
い

塚原
つかはら

古墳
こ ふ ん

 

元稲荷
もといなり

古墳
こ ふ ん

 

南条
なんじょう

古墳
こ ふ ん

 

物集女車塚
も ず め く る まづ か

古墳
こ ふ ん

 

恵解山
いげのやま

古墳
こ ふ ん

 

井ノ内車塚
いのうちくるまづか

古墳
こ ふ ん

 

井ノ内稲荷塚
い の う ち い な り づ か

古墳
こ ふ ん

 

今里
いまざと

大塚
おおつか

古墳
こ ふ ん

 

鳥居前
とりいまえ

古墳
こ ふ ん

 

古墳時代初頭から終末期にかけて連綿と築造された古墳群。畿内地域中枢部の大王墓を

含む古墳群の動向と軌を一にした変遷が認められるなど，古墳時代における政治的動向を

知る上で重要である。今回，今里大塚古墳と鳥居前古墳で条件の整った部分と芝古墳及び

長法寺南原古墳を新たに追加指定し，名称を変更する。 

 

２ 大坂城石垣石丁場跡
おおさかじょういしがきいしちょうばあと

 

   小豆
しょうど

島
しま

石丁場
いしちょうば

跡
あと

 

   東六甲
ひがしろっこう

石丁場
いしちょうば

跡
あと

 

【香川県小豆郡小豆島町，兵庫県西宮市】 

 ↑ 

（旧名称） 

大坂城
おおさかじょう

石垣
いしがき

石切丁場
いしきりちょうば

跡
あと

 

大坂城改修に伴う石垣の石材を採石，加工した石丁場跡。採石・加工・運搬技術や労働

力の編成，江戸時代前半における「公儀
こ う ぎ

御普請
ご ふ し ん

」の実態と背景にある社会的・政治的動向

を知る上で重要である。今回，六甲山に所在する石丁場跡を追加指定し，名称を変更する。 
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３ 杣之内
そまのうち

古墳群
こふんぐん

 

   西山
にしやま

古墳
こ ふ ん

 

   西乗
にしのり

鞍
くら

古墳
こ ふ ん

 

【奈良県天理市】 

 ↑ 

（旧名称） 

西山
にしやま

古墳
こ ふ ん

 

奈良盆地東縁の布留川
ふ る が わ

南側一帯に築造された古墳群。ヤマト政権を支える有力集団の実

態とその構造を知る上で重要である。日本最大の前方後方墳である古墳時代前期の西山古

墳に，古墳時代中期の大型前方後円墳である西乗鞍古墳を新たに追加指定し，名称を変更

する。 

 

４ 備前陶器窯跡
びぜんとうきかまあと

 

   伊部南大窯跡
いんべみなみおおがまあと

 

伊部西大窯跡
いんべにしおおがまあと

 

伊部北大窯跡
いんべきたおおがまあと

 

医王山窯跡
いおうさんかまあと

 

【岡山県備前市】 

    ↑ 

（旧名称） 

備前陶器窯跡
びぜんとうきかまあと

 

   伊部南大窯跡
いんべみなみおおがまあと

 

伊部西大窯跡
いんべにしおおがまあと

 

伊部北大窯跡
いんべきたおおがまあと

 

中世から近代を通じて我が国有数の陶器である備前焼の窯跡のうち，中世末から近世に

かけて成立した伊部南大窯跡・西大窯跡・北大窯跡に，今回，平安時代から室町時代の窯

跡が分布する医王山窯跡と南大窯跡で新たに窯跡を検出した部分を追加指定し，名称を変

更する。 
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《史跡の追加指定》１６件 

 

１ 泉
いずみ

官
か ん

衙
が

遺
い

跡
せ き

【福島県南相馬市】 

古代行方
なめかた

郡家
ぐ う け

と推定される官衙遺跡。発掘調査により郡家を構成する郡庁院，正倉院，

館院などについて存続時期や規模，配置などが詳細に明らかとなり，律令国家による地方

統治の実態を知ることができる点で重要である。今回，条件の整った部分を追加指定する。 

 

２ 上野
こ う ず け

国
のくに

佐
さ

位
い

郡
ぐ ん

正
しょう

倉
そ う

跡
あ と

【群馬県伊勢崎市】 

渡良瀬川流域に所在する，７世紀後半から１０世紀後半の古代官衙
か ん が

遺跡。『上野国
こうずけのくに

交替
こうたい

実録帳
じつろくちょう

』に記載のある「八面
はちめん

甲倉
こうそう

」と一致する八角形倉庫が検出されるなど，古代の正倉

院の実態を示す事例として重要である。今回，条件の整った部分を追加指定する。 

 

３ 下
し た

野
の

谷
や

遺
い

跡
せ き

【東京都西東京市】 

墓と考えられる中央部の土坑群を取り囲むように，竪穴建物群と掘立柱建物群が直径 

１５０ｍの範囲で配置される縄文時代中期後半の大規模な環状集落。規模・内容とも関東

では傑出しており，開発が著しい首都圏において遺存状態が極めて良好な遺跡である。今

回，条件の整った部分を追加指定する。 

 

４ 下寺尾官衙
し も て ら お か ん が

遺跡群
いせきぐん

【神奈川県茅ヶ崎市】 

相模国高座
たかくら

郡家
ぐ う け

と推定される官衙遺跡群。７世紀末から８世紀中葉まで２期にわたって

変遷する郡庁及び正倉のほかに，これらの南西部に寺が，西部に船着き場と祭祀場
さ い し ば

があり，

郡家を構成する諸施設から成る官衙遺跡群の全体像とその変遷が把握できる。今回，条件

の整った部分を追加指定する。 

 

５ 耳
み み

取
と り

遺
い

跡
せ き

【新潟県見附市】 

縄文時代中期中葉の南北６０ｍ，東西７０ｍの馬蹄形集落，後期前葉の南北２００ｍ，

東西１２０ｍの大規模な環状集落，晩期後葉の南北８０ｍ，東西７０ｍの掘立柱建物のみ

で構成される環状集落の３時期の集落が，丘陵上にそれぞれ重ならずに存在する北陸地方

では稀有な遺跡。今回，条件の整った部分を追加指定する。 
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６ 甲斐
か い

国分
こくぶん

尼寺
に じ

跡
あと

【山梨県笛吹市】 

奈良時代，聖武天皇の詔によって諸国に建立された国分尼寺の一つ。中心やや西側に基

壇状の高まりがあり，南が金堂，北が講堂と考えられ，多くの礎石が残る。両建物には回

廊がとりついている。今回，南北を貫く道路部分など，条件が整った部分を追加指定する。 

 

７ 丹
た ん

波
ば

国
こ く

分
ぶん

寺
じ

跡
あ と

附
つけたり

八
は ち

幡
ま ん

神
じ ん

社
じ ゃ

跡
あ と

【京都府亀岡市】 

奈良時代，聖武天皇の詔によって諸国に建立された国分寺の一つ。発掘調査によって塔，

金堂，講堂，僧坊，梵鐘鋳造遺構などが見つかった。今回，条件の整った部分を追加指定

する。 

 

８ 恭
く

仁
に

宮
きゅう

跡
せ き

（山
や ま

城
し ろ

国
こ く

分
ぶ ん

寺
じ

跡
あ と

）【京都府木津川市】 

 天平１２年（７４０）から天平１６年（７４４）までの足かけ５年間，聖武天皇が営ん

だ宮跡。廃都後は山城国分寺となった。発掘調査によって宮跡の範囲が判明し，朝堂院な

どの中枢遺構が確認された。今回，条件の整った部分を追加指定する。 

 

９ 古市
ふるいち

古墳群
こふんぐん

 

古室山
こむろやま

古墳
こ ふ ん

 

赤面山
せきめんやま

古墳
こ ふ ん

 

大鳥塚
おおとりづか

古墳
こ ふ ん

 

助太山
すけたやま

古墳
こ ふ ん

 

鍋
なべ

塚
づか

古墳
こ ふ ん

 

城山
しろやま

古墳
こ ふ ん

 

峯ヶ塚
みねがづか

古墳
こ ふ ん

 

墓山
はかやま

古墳
こ ふ ん

 

野中
の な か

古墳
こ ふ ん

 

応
おう

神
じん

天皇
てんのう

陵
りょう

古墳外
こふんがい

濠外堤
ごうがいてい

 

鉢
はち

塚
づか

古墳
こ ふ ん

 

はざみ山
やま

古墳
こ ふ ん

 

青山
あおやま

古墳
こ ふ ん

 

蕃所山
ばんしょやま

古墳
こ ふ ん

 

稲荷
い な り

塚
づか

古墳
こ ふ ん
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東山
ひがしやま

古墳
こ ふ ん

 

割
わり

塚
づか

古墳
こ ふ ん

 

唐
から

櫃山
と や ま

古墳
こ ふ ん

 

松川
まつかわ

塚
づか

古墳
こ ふ ん

 

浄元
じょうがん

寺山
じ や ま

古墳
こ ふ ん

 

【大阪府藤井寺市・羽曳野市】 

４世紀後半から６世紀中葉にかけて形成された巨大前方後円墳を含む古墳群。今回，応

神天皇陵古墳外濠外堤，鉢塚古墳，松川塚古墳及び浄元寺山古墳において，条件の整った

部分を追加指定する。 

 

10 熊野参詣道
くまのさんけいみち

 

紀
き

伊
い

路
じ

 

中
なか

辺
へ

路
ち

 

大
おお

辺
へ

路
ち

 

小辺路
こ へ ち

 

伊勢路
い せ じ

 

熊野川
くまのがわ

 

七里御浜
し ち り み は ま

 

花
はな

の窟
いわや

 

【和歌山県新宮市・田辺市・海南市・有田市・御坊市・東牟婁郡那智勝浦町・串本町・

西牟婁郡白浜町・すさみ町・上富田町・有田郡広川町・伊都郡高野町，奈良県吉野

郡野迫川村・十津川村，三重県熊野市・尾鷲市・度会郡大紀町・北牟婁郡紀北町・

南牟婁郡御浜町・紀宝町】 

平安時代より中世・近世を通じて利用された熊野三山への参詣のための道。今回，条件

の整った，紀伊路の愛
あい

徳山
とくさん

王子
お う じ

跡
あと

の北東に位置する参詣道，塩屋
し お や

王子
お う じ

跡
あと

及び芳養
は や

王子
お う じ

跡
あと

に

ついて追加指定する。 

 

11 広
ひ ろ

村
む ら

堤
て い

防
ぼ う

【和歌山県有田郡広川町】 

 中世畠山
はたけやま

氏によって築かれ，江戸時代に補修された石堤
せきてい

と，安政の南海地震後に濱
はま

口
ぐち

梧
ご

陵
りょう

により築かれた土盛りの堤防から成る。今回，ふたつの堤に挟まれた，畠山氏が勧請し

たと伝えられる恵比須神社の跡地を追加指定する。 
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12 阿
あ

波
わ

遍
へん

路
ろ

道
みち

 

焼
しょう

山寺
さ ん じ

道
みち

 

   一
いちの

宮
みや

道
みち

 

恩
おん

山寺
ざ ん じ

道
みち

 

 立江寺
た つ え じ

道
みち

 

 鶴林寺道
かくりんじみち

 

鶴
かく

林寺
り ん じ

境内
けいだい

 

 太
たい

龍
りゅう

寺
じ

道
みち

 

 太
たい

龍寺
りゅうじ

境内
けいだい

 

かも道
みち

 

 いわや道
みち

 

 平等寺
びょうどうじ

道
みち

 

雲
うん

辺寺
ぺ ん じ

道
みち

 

【徳島県名西郡神山町・小松島市・勝浦郡勝浦町・阿南市・三好市】 

空海ゆかりの寺社を巡る全長１４００ｋｍにも及ぶ霊場巡拝の道の一部。今回，第１２

番札所焼山寺に向かう遍路道（焼山寺道）のうち，遺存状態の良好な２．３８ｋｍの区間

を追加指定する。 

 

13 筑
ち く

前
ぜ ん

国
こ く

分
ぶ ん

寺
じ

跡
あ と

【福岡県太宰府市】 

奈良時代，聖武天皇の詔によって諸国に建立された国分寺の一つ。中央に金堂，北側に

講堂，南東の一角に塔，南側に中門・南大門を配する伽藍
が ら ん

配置で，塔は上下二段からなる

二重基壇を持つことが特筆される。今回，条件が整った部分を追加指定する。 

 

14 出
で

島
じ ま

和蘭
お ら ん だ

商
しょう

館
か ん

跡
あ と

【長崎県長崎市】 

出島は江戸幕府が長崎の町人に命じて作らせた人工の島で，安政の開国まで日蘭貿易の

拠点となった。開国後，出島は周辺の埋め立てが進み，内陸化するに至ったが，江戸時代

の絵図には周辺海域に榜示
ぼ う じ

杭
ぐい

が打たれ，海域が厳重に管理されていたことが窺える。今回，

当時の海域部分のうち，条件の整った部分を追加指定する。 
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15 大
お お

友
と も

氏
し

遺
い

跡
せ き

【大分県大分市】 

 戦国時代大友氏の領国支配の拠点となった遺跡。大友
おおとも

氏館
しやかた

跡
あと

と上 原 館
うえのはるやかた

跡
あと

のふたつの館

跡と菩提寺である禅宗寺院万
まん

寿寺
じ ゅ じ

跡
あと

のほか，大友氏館跡の南側に近接する推定
すいてい

御蔵場
お く ら ば

跡
あと

，

北東部の「唐人
とうじん

町
まち

」から成る。今回，条件の整った大友氏館跡の一部を追加指定する。 

 

16 岡
お か

城
じょう

跡
あ と

【大分県竹田市】 

南北朝時代以来の中世山城であり，文禄３年（１５９４），岡藩主となった中川秀
ひで

成
しげ

が改

修して，現在知られる近世城郭となった。高石垣を築いた堅固な山城として有名である。  

今回，条件の整った登城道沿いの武家屋敷地跡を追加指定する。 

 

 

《名勝の追加指定》 １件 

 

１ 名
な

古
ご

屋
や

城
じょう

二
に

之
の

丸
ま る

庭
て い

園
え ん

【愛知県名古屋市】 

昭和２８年（１９５３）に豪宕
ごうとう

多彩
た さ い

な景
けい

趣
しゅ

を維持していた一部の範囲が名勝に指定され

た。近年の発掘調査などの成果により，文政期の『御城
お し ろ

御庭
お に わ

絵図
え ず

』などとよく照合する庭

園遺構が良好に遺存していることが明らかとなったため，今回，庭園全体の区域を追加指

定する。 

 

 

《名勝及び史跡の追加指定》 １件 

 

１ 三
み

徳
と く

山
さ ん

【鳥取県東伯郡三朝町】 

伯耆
ほ う き

国
のくに

の天台修験の拠点で，投入堂
なげいれどう

を擁する奥の院をはじめとした奇観奇勝を成すも

のとして昭和９年（１９３４）に名勝及び史跡に指定された。今回，三徳川沿いに残され

た未指定地のうち，不動
ふ ど う

滝
だき

を含む大瀬
お お ぜ

丸
まる

の地域を追加指定する。 
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《天然記念物及び名勝の追加指定，一部解除及び名称変更》 １件 

 

１ 大
おお

歩
ぼ

危
け

小
こ

歩
ぼ

危
け

【徳島県三好市】 

    ↑ 

 （旧名称） 

大
おお

歩
ぼ

危
け

 

江戸時代の『絵図』などに「大歩怪」「小歩怪」と記された山稜及び山腹の道が，近代の

鉄道・国道の開通により広く知られるようになった渓流・河川の風致景観。日本列島を構

成する重要な地質要素である，三波
さ ん ば

川
がわ

変成帯の結晶片岩（三波石）の代表的な露出地であ

り，吉野川上流の渓谷地形としても重要である。今回，大歩危と同様の岩石が露出し，一

連の景観である小歩危を新たに追加指定し，名称を変更する。また，既指定地について，

その一部を解除し，一部を追加指定する。 
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登録記念物の登録 
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《登録記念物（遺跡関係）の新登録》 １件 

 

１ 穂
ほ

積
づ み

橋
ば し

【愛媛県宇和島市】 

穂積陳
のぶ

重
しげ

（安政２年〈１８５５〉－大正１５年〈１９２６〉）は宇和島藩士穂積重樹
し げ き

の次

男として生まれた。日本初の法学博士，民法・戸籍法の編纂に尽力した。晩年には枢密院

議長を務め，男爵となった。郷土愛も強く，宇和島市政や教育にも寄与，郷党
ごうとう

の敬慕の的

であった。著書に『隠居論』『法窓夜話』『法律進化論』などがあり，「法学の祖」「民法の

父」と言われた。宇和島市民は氏の功績を記念すべく，銅像の建立を申し出るが，「老生
ろうせい

は

銅像にて同郷
どうきょう

萬人
ばんにん

に仰
あお

ぎ視
み

らるゝよりは 橋となって公衆に履
ふ

んで渡
わた

らるゝを以て無上

の光栄とす」と固辞。氏の没後，木橋であった二級河川辰
たつ

野川
の が わ

の本開
ほんかい

橋
ばし

の架け替えの際，

県の許可を得て，市が「穂積橋」と命名したものである。欄干親柱
おやばしら

の名称板に「穂積橋」，

「ほつみはし」とあり，また「昭和五年二月架設」とある。現在の穂積橋はＲＣ桁橋で，

長さ９．１ｍ，総幅員７．９ｍ，欄干の高さ０．９ｍを測る。 

その北東に隣接する小公園は，市民有志から寄贈を受けた石碑の設置場所として，平成

４年に宇和島市が開設したものである。穂積橋と小公園を登録記念物に登録し，穂積陳重

の人柄と業績を偲び，後世に伝えるものである。 

 

《登録記念物（名勝地関係）の新登録》 １件 

 

１ 平
ひ ら

田
た

氏
し

庭
て い

園
え ん

【福岡県小郡市】 

平田氏庭園は筑後川支流の宝満川の右岸，小郡市の中心部に位置する。平田氏は江戸時

代から小郡に居住し，明治以降，木蝋業や金融業で財を成した。 

 庭園は，昭和初期には現在の形に整備されていたと考えられ，作庭は佐賀県鳥栖市の庭

師松尾仙六
せんろく

（１８８９－１９６１）の手による。 

 南北に細長い庭園の東西南北には，主屋，客殿，新座敷，座敷などの建物が建つ。座敷

の縁先付近からは，緩やかに流れが伸び，園池に接続する。流れが園池へと注ぐ部分の上

には太鼓橋が架かり，その向こうには園池と巨大な滝石組が見える。滝石組は幅が約８ｍ，

高さが約４ｍあり，複数の巨岩から構成されている。用いられている巨岩は，運搬のため

に細かく分割され，当地で元のようにつなぎ合わされたものである。ほかにも随所に大ぶ

りの景石を配し，南北方向と東西方向に飛石が打たれている。植栽はマキを中心に他にマ

ツ類，モミジ類などを配する。 

 平田氏庭園は建物を含む空間構成がよく保存されており，九州地方の造園文化の発展に

寄与した意義深い事例と言える。 
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重要文化的景観の選定 
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《重要文化的景観の新選定》 ３件 

 

１ 最上
も が み

川上
がわじょう

流域
りゅういき

における長井
な が い

の町場
ま ち ば

景観
けいかん

【山形県長井市】 

山形県南西部の最上川上流左岸の朝日連峰支脈である葉山連山と最上川上流右岸の出羽

丘陵の一部に囲まれた長井盆地の中心に位置する長井の町場は，中世以前からの門前町及

び宿場町などの性格が複合した２つの在郷
ざいごう

町
まち

である宮村と小出村を起源とする。新潟や庄

内・出羽三山方面へ向かう旧街道が交差する交通の要衝であり，それぞれの村では宮村館

や白山館が政治的拠点となり，商いの中心となる宮の十日町，小出のあら町が物資の集散

地として長井の町場の発展を牽引した。特に，最上川舟運期には，宮村に米沢藩の船着場，

小出村には商人衆による船着場が設置され，公的な青苧蔵
あおそぐら

や上米蔵
じょうまいぐら

が置かれて，置賜地方

西部の物資の集散地・商業地として流通・往来の中心となった。江戸時代後期に描かれた

絵図には，館跡の周辺に役人が居住し，町人が現在のあら町や本町などの通り沿いに居住

する様子が描かれており，在郷町としての役割を果たしつつ商人の町としても発展したこ

とが窺える。現在も本町，大町，高野町，十日町，あら町などでは，商人が居住した通り

沿いに間口が狭く奥行きの深い短冊状の地割りが並び，その中を水路が流れ，店・住宅・

蔵と続く敷地利用を確認することができる。このように最上川西岸の街道に沿って商家群

などが点在する長井の町場景観は，江戸時代の最上川舟運に由来する文化的景観として重

要である。 

 

２ 葛飾
かつしか

柴
しば

又
また

の文化的
ぶんかてき

景観
けいかん

【東京都葛飾区】 

柴又地域は東京都葛飾区の東端，江戸川右岸に位置する。柴又地域には古代から人々が

生活し，水陸交通の結節点・中継地点であった。近世初期に現在の地に開かれた帝釈天題

経寺は，１８世紀後半の板本尊の発見を機に江戸からの参拝客が急増した。近代以降も，

鉄道網の整備により門前はますます多くの人々でにぎわい，昭和の初期には参道沿いにま

とまりのある景観が形成された。また，１９世紀には柴又用水が開削され，２０世紀前半

には金町浄水場が開設された。 

葛飾柴又の文化的景観は，古代から続く人々の生活や往来を全体の基底としながら，近

世初期に開基された帝釈天題経寺と近代以降に発展したその門前の景観を中心に，それら

の基盤となった農村の様子を伝える旧家や寺社などの景観がその周囲を包み，さらにその

外側に，１９世紀以降の都市近郊の産業基盤や社会基盤の整備の歴史を伝える景観が広が

っている。また，水路の痕跡や道などもよく残っている。以上のように，葛飾柴又は，地

域の人々の生活，歴史，風土などによって形成され，それらを現在に伝える重要な景観地

である。 
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３ 智頭
ち づ

の林業
りんぎょう

景観
けいかん

【鳥取県八頭郡智頭町】 

中国山地を背景とした山間地において，江戸時代から続く人工林とその森林に囲まれた

山村集落，旧街道から成る林業景観である。樹齢約３５０年と伝わる慶長スギと名付けら

れた大木が現在も残っている。江戸時代に山林の減少が原因とされる大洪水や飢饉などの

被害が相次いだため，鳥取藩の管理のもと災害対策と産業振興としてスギの植林が盛んに

進められた。智頭の林業にとって最も重要であったのが，積雪地帯であるこの地に生息し

ていた天然スギを利用して明治期において育苗技術が確立されたことであった。この技術

確立により，明治期に植林された１００年を超えるスギ人工林が豊富に残っており，その

後の大正時代から戦後の造林期の植林も多い。また，林業を生業として暮らしてきた芦津
あ し づ

集落は茅葺民家や土蔵などが多く現存し，集落を取り囲む森林は，林業集落ならではの景

観を形成し，森林資源で財を得た石谷
いしたに

家
け

住宅を中心とした宿場町も当時から現在に至る往

来の面影を残す歴史的景観を形成している。さらに木材の運搬手段とした千代川，森林鉄

道，旧街道も往時の生業の姿を垣間見ることができる。このように林業という中心的産業

を通じて，森林・山村集落・宿場町・流通往来景観など多様性に富んだ景観が形成され，

我が国における中山間地における造林の典型的な林業景観として重要である。 

 

 

《重要文化的景観の追加選定》 １件 

 

１ 長崎市
ながさきし

外海
そ と め

の石積
いしづみ

集落
しゅうらく

景観
けいかん

【長崎県長崎市】 

長崎市北西部に位置する西彼杵
にしそのぎ

半島では，平地が少ないため，急斜面の水はけが良い土

地を石積み構造物などで開拓して甘藷栽培を生業とする集落が継承されてきた。その中で

も外海は中世後期にキリスト教が伝わり，その歴史文化が色濃く残る地域である。今回，

既選定の地区北西側に隣接する「赤首
あかくび

・大野地区」を追加選定する。 

 


